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お知らせ

年金相談のご案内（完全予約制） 年金相談のご案内（完全予約制） ★予約締切 開設日の3日前 ★開設日時 8月19日㈭10時～16時★予約締切 開設日の3日前 ★開設日時 8月19日㈭10時～16時
★相談場所 江差町役場 ★予約先 江差町役場 町民福祉課 国保医療係 ☎52-6718★相談場所 江差町役場 ★予約先 江差町役場 町民福祉課 国保医療係 ☎52-6718
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避難訓練を実施します
●日　　時　平成22年９月３日（金）
　　　　　　午後２時～
●実施区域　原歌、大崎
●実施内容　地震発生後の津波を想定した
　　　　　　避難訓練
●お問い合わせ　総務課 庶務防災グループ

平成23年度渡島・檜山管内平成23年度渡島・檜山管内
市町村職員採用資格試験のご案内市町村職員採用資格試験のご案内
■採用予定市町
　上ノ国町ほか16市町

■試験区分・〈（　）内は受験資格〉
●一般事務・初級
　（平成元年４月２日から
　　平成５年４月１日までに生まれた方）
●一般事務・上級
　（ 昭和55年４月２日から平成元年４月１日までに生

まれた方）

■試験の方法および内容
　第１次試験
　●初級　教養試験（高校卒程度）、作文試験
　●上級　教養試験（大学卒程度）、論文試験
　第２次試験　面接試験など（採用予定市町で実施）

■試験の日時・場所
●第１次試験　10月３日（日）午前８時30分（着席）
　・乙部町民会館（爾志郡乙部町字館浦４番地の１）
　・公立はこだて未来大学（函館市亀田中野町116番地の２）
　・受験しやすい試験会場を選んでください。
●第２次試験　第１次試験合格者に通知

■受付期間　８月６日（金）まで（郵送の場合は消印有効）

■申込用紙の請求・申込およびお問い合わせ
　檜山町村会事務局　℡52-3544
　（江差町字陣屋町336-3）
　上ノ国町役場 総務課 庶務防災グループ

平成22年度平成22年度
第２回北海道警察官採用試験実施のご案内第２回北海道警察官採用試験実施のご案内

●受付期間
　８月４日～25日
●第１次試験日
　９月19日（日）
●第１次試験の試験地
　函館市・八雲町ほか

●試験の区分
　A区分
　 大学卒業または卒業見込みで昭和53年４月２日～
　平成５年４月１日までに生まれた方
　B区分
　 A区分以外で昭和53年４月２日～平成５年４月１日
までに生まれた方

●申込書の請求・お問い合わせ
　江差警察署　℡５２－０１１０　
　上ノ国町役場 総務課 庶務防災グループ
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